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熱中症予防に関する学校の対応 

 

１ 奈良県に熱中症特別警戒アラート又は熱中症警戒アラートが発表された場

合 

⑴ 前日の１４時００分に熱中症特別警戒アラートが発表された場合 

熱中症特別警戒アラートは、広域的に過去に例のない危険な暑さ等によ

り、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがある場合に発表されるも

のであることを踏まえ、対象日を臨時休業とし、その旨を保護者に連絡する。 

⑵ 登校時刻前（前日の１７時００分又は対象日の５時００分）に熱中症警戒

アラートが発表された場合 

  ア 登下校について 

帽子や日傘等により日ざしを遮るとともに、通気性と透湿性の良い肌

着等を選択すること等をあらかじめ指導しておく。 

標準服で登下校を含む学校生活を営むこととされている学校において

も、式典挙行時を除き、体操服等で登下校させることとしても差し支えな

い。 

熱中症警戒アラートが発表されているかどうかにかかわらず、式典挙

行時を除き、毎年６月１６日から第１学期終業式までの期間については

体操服等で登下校させることとしても差し支えない。また、常時、水分補

給を認めることとする。 

  イ 学校での活動について（教室での活動） 

学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第６条第１項に基づく学校

環境衛生基準（平成２１年文部科学省告示第６０号）において、教室等の

温度は２８℃以下であることが望ましいとされていることから、空調設

備を用いて教室内の温度を適切に管理する。 

    授業の開始及び終了の際における号令時や式典挙行時等を除き、常時、

水分補給を認めることとする。ただし、授業等の進行上特に必要のある場

合は、少なくとも約２０ないし５０分に１回の頻度で水分補給を認める

こと等としても差し支えない。児童生徒の体調（意識状態や大量の発汗の

有無等）の把握に努めた上、体調を考慮し、積極的に水分補給を促すこと

とする。 

  ウ 学校での活動について（後記エ及びオを除く教室以外での活動） 

後記３⑶により把握する暑さ指数（ＷＢＧＴ）に応じて、以下のとおり

とする。 

  （ア）暑さ指数（ＷＢＧＴ）が３１以上のとき 

   ⅰ 活動を中止するもの 

屋外における体育の授業等の運動は、原則として中止する。 

   ⅱ 活動に制限等を要するもの 
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屋外におけるまち探検、理科の観察、写生、集会等の運動を伴わな

い活動、屋内であっても空調設備が整備されていない屋内運動場等に

おける活動は、中止し、活動時間を短縮し、又は内容を身体に負担の

少ないものに変更する。活動を中止しない場合は、場所や服装等にも

配慮し、授業の開始及び終了の際における号令時や式典挙行時等を除

き、常時、水分補給を認めることとする。児童生徒の体調（意識状態

や大量の発汗の有無等）の把握に努めた上、体調を考慮し、積極的に

水分補給を促すこととする。 

     空調設備が整備されている場所における活動については、授業の

開始及び終了の際における号令時や式典挙行時等を除き、常時、水分

補給を認めることとする。ただし、授業等の進行上特に必要のある場

合は、少なくとも約２０ないし５０分に１回の頻度で水分補給を認

めること等としても差し支えない。児童生徒の体調（意識状態や大量

の発汗の有無等）の把握に努めた上、体調を考慮し、積極的に水分補

給を促すこととする。 

     児童生徒から持参した飲料が不足した旨の申出を受けたときは、

飲料の購買を認め（現金の所持を認めている場合に限る。以下同じ。）、

又は飲料を補給する。特に小学校低学年の児童に対しては、持参した

飲料が不足していないかどうかについて、学級担任等から登校時刻

の４ないし５時間後をめどとして確認することとし、不足している

ときは、飲料を補給する。 

  （イ）暑さ指数（ＷＢＧＴ）が２８以上３１未満のとき 

   ⅰ 活動を中止するもの 

     屋外における激しい運動や持久走等体温が上昇しやすい運動は、

原則として中止する。 

   ⅱ 活動に制限等を要するもの 

     屋外における激しい運動や持久走等体温が上昇しやすい運動以外

の体育の授業等の運動、屋外におけるまち探検、理科の観察、写生、

集会等の運動を伴わない活動、屋内であっても空調設備が整備され

ていない屋内運動場等における活動は、活動時間を短縮し、又は内容

を身体に負担の少ないものに変更する。場所や服装等にも配慮し、授

業の開始及び終了の際における号令時や式典挙行時等を除き、常時、

水分補給を認めることとする。児童生徒の体調（意識状態や大量の発

汗の有無等）の把握に努めた上、体調を考慮し、積極的に水分補給を

促すこととする。熱中症の発症には、肥満や体力の有無等の事情によ

り個人差があることから、個別に運動を軽減したり、場合によっては

中止したりする等の対策を講じる。 

空調設備が整備されている場所における活動については、授業の
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開始及び終了の際における号令時や式典挙行時等を除き、常時、水

分補給を認めることとする。ただし、授業等の進行上特に必要のあ

る場合は、少なくとも約２０ないし５０分に１回の頻度で水分補給

を認めること等としても差し支えない。児童生徒の体調（意識状態

や大量の発汗の有無等）の把握に努めた上、体調を考慮し、積極的に

水分補給を促すこととする。 

児童生徒から持参した飲料が不足した旨の申出を受けたときは、

飲料の購買を認め、又は飲料を補給する。特に小学校低学年の児童

に対しては、持参した飲料が不足していないかどうかについて、学

級担任等から登校時刻の４ないし５時間後をめどとして確認するこ

ととし、不足しているときは、飲料を補給する。 

（ウ）暑さ指数（ＷＢＧＴ）が２５以上２８未満のとき 

    全ての活動を実施することができることとするが、積極的に休息を

取らせることとする。 

屋外における激しい運動や持久走等体温が上昇しやすい運動につい

ては、授業の開始及び終了の際における号令時等を除き、常時、水分補

給を認めることとする。児童生徒の体調（意識状態や大量の発汗の有無

等）の把握に努めた上、体調を考慮し、積極的に水分補給を促すことと

する。熱中症の発症には、肥満や体力の有無等の事情により個人差があ

ることから、個別に運動を軽減したり、場合によっては中止したりする

等の対策を講じる。 

児童生徒から持参した飲料が不足した旨の申出を受けたときは、飲

料の購買を認め、又は飲料を補給する。特に小学校低学年の児童に対し

ては、持参した飲料が不足していないかどうかについて、学級担任等か

ら登校時刻の４ないし５時間後をめどとして確認することとし、不足

しているときは、飲料を補給する。 

（エ）暑さ指数（ＷＢＧＴ）が２１以上２５未満のとき 

    全ての活動を実施することができることとするが、熱中症による死

亡事故が発生する可能性があることを念頭に置き、熱中症の兆候に注

意するとともに、運動の合間において積極的に水分補給を促すことと

する。 

（オ）暑さ指数（ＷＢＧＴ）が２１未満のとき 

    全ての活動を実施することができることとする。通常は熱中症の危

険は小さいが、適宜水分補給を促すこととする。 

  エ 学校での活動について（プール授業） 

    後記３⑶により把握する暑さ指数（ＷＢＧＴ）に応じて、以下のとおり

とする。 

    プール授業を実施する場合は、プールサイドが高温になることのほか、
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水中においても発汗や脱水があることに留意する。前日ないし直前の活

動内容や児童生徒の体調等によっては熱中症を発症しやすくなる場合が

あることを踏まえ、プールであるから熱中症予防の必要がないものと誤

った認識を持たないようにし、他の運動時と同様に熱中症予防の観点を

意識した対策を講じる。水温が中性水温（水中で安静状態のヒトの体温が

上がりも下がりもしない水温：３３℃から３４℃まで）より高い場合は、

水中でじっとしていても体温が上がるため、水温管理に留意する。 

なお、具体的な対策は、「学校屋外プールにおける熱中症対策」（平成３

１年３月独立行政法人日本スポーツ振興センター）を参考に対応する。 

（ア）暑さ指数（ＷＢＧＴ）が３１以上のとき 

     原則として中止する。 

  （イ）暑さ指数（ＷＢＧＴ）が３１未満のとき 

     授業の開始及び終了の際における号令時等を除き、常時、水分補給を

認めることとする。ただし、授業等の進行上特に必要のある場合は、少

なくとも約２０ないし５０分に１回の頻度で水分補給を認めること等

としても差し支えない。児童生徒の体調（意識状態や大量の発汗の有無

等）の把握に努めた上、体調を考慮し、積極的に水分補給を促すことと

する。 

     プール授業を見学する児童生徒がいる場合は、プールサイドの日陰

において見学させることとし、常時、水分補給を認めることとする。児

童生徒の体調（意識状態や大量の発汗の有無等）の把握に努めた上、体

調を考慮し、保健室等で待機させることも検討する。 

     見学している児童生徒を保健室等に移動させる必要が生じた場合で

あっても、水中の児童生徒の監視が疎かにならないように徹底する。 

児童生徒から持参した飲料が不足した旨の申出を受けたときは、飲

料を補給する。 

オ 学校での活動について（体育的行事及び部活動等の大会） 

運動会や本市主催の部活動の公式大会等は、予備日が設けられ、予備日

において実施する方が熱中症予防の観点から望ましいと推測される場合

は、予備日において実施することを検討し、それ以外の場合は、活動時間

を短縮し、時間帯を変更し、又は内容を身体に負担の少ないものに変更す

ることを検討する。特に開会式等における来賓等の挨拶のための時間は、

短縮し、又は省略することを検討する。 

また、以下の対策を講じた上で実施する。 

（ア）あらかじめ保護者に対し、登校前に児童生徒の体調を確認すること

や、十分な量の水筒等を持参させることを依頼しておく。 

（イ）屋外テント等の設営により日陰を作り、競技しない時間等において

は、児童生徒がその場所で待機することができるようにする。 
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（ウ）児童生徒の一人一人の体調を把握し、前日ないし直前の活動内容や

児童生徒の体調等によっては熱中症を発症しやすくなる場合があるこ

とを踏まえ、場合によっては参加させない等の対応をする。 

（エ）活動中であっても、競技や試合等の進行上特に必要のない限り、常

時、水分補給を認めることとする。児童生徒の体調（意識状態や大量

の発汗の有無等）の把握に努めた上、体調を考慮し、積極的に水分補

給を促すこととする。 

（オ）児童生徒から持参した飲料が不足した旨の申出を受けたときは、飲

料の購買を認め、又は飲料を補給する。特に小学校低学年の児童に対

しては、持参した飲料が不足していないかどうかについて、指導者等

から活動開始時刻の４ないし５時間後をめどとして確認することと

し、不足しているときは、飲料を補給する。 

  カ その他の活動について 

  （ア）夏期休業中のプール開放 

原則として前記エと同様とする。 

ただし、後記３⑶により把握する暑さ指数（ＷＢＧＴ）を計測した結果、

登校後にプール開放が中止となることを避けるため、中止の判断に用い

る暑さ指数（ＷＢＧＴ）については、環境省が発表する奈良地点の予測数

値（通常の暑さ指数）とし、７時００分における９時００分時点の暑さ指

数（ＷＢＧＴ）の予測が３１以上である場合は、プール開放を中止し、７

時１０分までに保護者にその旨を連絡するものとする。 

プール開放を実施する場合において、前記の予測を上回り、後記３⑶に

より把握する暑さ指数（ＷＢＧＴ）が３１ないし３２となったときは、前

記エの留意事項を踏まえた上で、活動時間を短縮し、又は内容を身体に負

担の少ないものに変更して実施することができることとし、常時、水分補

給を認めることとする。児童生徒の体調（意識状態や大量の発汗の有無等）

の把握に努めた上、体調を考慮し、積極的に水分補給を促すこととする。 

前記の予測を上回り、後記３⑶により把握する暑さ指数（ＷＢＧＴ）が

３３以上となったときは、原則として中止する。 

  （イ）水泳記録会の練習等 

夏期休業中における香芝市小学校水泳記録会及び奈良県学童水泳記録

会の参加者並びに中学校の水泳部員の練習については、後記３⑶により

把握する暑さ指数（ＷＢＧＴ）が３１未満となった場合は、前記エと同様

とする。 

後記３⑶により把握する暑さ指数（ＷＢＧＴ）が３１ないし３２となっ

た場合であっても、前記エの留意事項を踏まえた上で、限定した人数で実

施すること、運動負荷を軽度とすること、十分な休息を取らせること等を

前提として、教職員の指導の下で実施することができることとする。この
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場合は、活動時間を短縮し、又は内容を身体に負担の少ないものに変更す

るように努めるとともに、常時、水分補給を認めることとする。児童生徒

の体調（意識状態や大量の発汗の有無等）の把握に努めた上、体調を考慮

し、積極的に水分補給を促すこととする。 

後記３⑶により把握する暑さ指数（ＷＢＧＴ）が３３以上となったとき

は、原則として中止する。 

 

（参考）熱中症予防のための各団体の指針 

暑さ指数 

（ＷＢＧＴ数値） 

乾球温度（目安） 

日常生活における 

熱中症予防指針 

(日本生気象学会) 

熱中症予防のための運動指針 

（(公財)日本スポーツ協会） 

ＷＢＧＴ 31以上 

乾球温度（目安）35℃以上 

危険 

（運動は原則中止） 

外出はなるべく避け、涼し

い室内へ移動する。 

特別な場合以外は運動を中止す

る。特に子どもの場合には中止す

べき。 

ＷＢＧＴ 28～31 

乾球温度（目安）31℃～35℃ 

厳重警戒 

（激しい運動は中止） 

外出時は炎天下を避け、室

内では室温の上昇に注意す

る。 

熱中症の危険性が高いので、激し

い運動や持久走等体温が上昇しや

すい運動は避ける。 

運動する場合には、頻繁に休息を

とり水分及び塩分の補給を行う。

体力の低い人、暑さになれていな

い人は運動を中止する。 

ＷＢＧＴ 25～28 

乾球温度（目安）28℃～31℃ 

警戒 

（積極的に休息） 

運動や激しい作業をする際

は定期的に充分に休息を取

り入れる。 

熱中症の危険が増すので、積極的

に休息をとり適宜、水分及び塩分

を補給する。 

激しい運動では、30 分おきくらい

に休息をとる。 

ＷＢＧＴ 21～25 

乾球温度（目安）24℃～28℃ 

注意 

（積極的に水分補給） 

激しい運動や重労働時には

発生する危険性がある。 

熱中症による死亡事故が発生する

可能性がある。 

熱中症の兆候に注意するととも

に、運動の合間に積極的に水分及

び塩分を補給する。 

ＷＢＧＴ 21未満 

乾球温度（目安）24℃未満 

ほぼ安全 

（適宜水分補給） 

－ 

通常は熱中症の危険は小さいが、

適宜水分及び塩分の補給は必要で

ある。市民マラソン等ではこの条

件でも熱中症が発生するので注意

する。 

２ 奈良県に熱中症特別警戒アラート及び熱中症警戒アラートが発表されなか

った場合 

奈良県に熱中症特別警戒アラート及び熱中症警戒アラートが発表されなか

った場合であっても、前記１⑵ウからカまでと同様とする。 
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３ 熱中症予防に対する措置等 

教職員は、「奈良県学校における熱中症対策ガイドライン」（令和６年８月 

改訂版奈良県教育委員会）に基づき、主として以下の点に留意の上、あらかじ

め適切な措置を講ずるものとし、熱中症警戒アラート等の発表時には朝礼等

において認識を共有する。 

⑴ 教職員への熱中症予防に関する啓発の実施 

学校は、教職員が児童生徒の熱中症予防について共通の理解を図るため、

この「熱中症予防に関する学校の対応」のほか、「熱中症環境保健マニュア

ル２０２２（令和４年３月環境省）」や「熱中症を予防しよう－知って防ご

う熱中症－」（平成２６年３月独立行政法人日本スポーツ振興センター）等

を活用し、毎年６月１５日までに研修を実施する。 

⑵ 各学校の実情に応じた対策 

学校は、近年の最高気温の変化や熱中症の発生状況等を確認し、各学校の

実情に応じて、テントや日除け等を設置することとし、教室等での温度管理

等について学校薬剤師の助言を得て、予防策を実施する。 

⑶ 暑さ指数（ＷＢＧＴ）の把握と共有 

学校は、屋内運動場、運動場、プール等の活動場所において、活動開始の

１０分程度前に専用の計測器を用いて暑さ指数（ＷＢＧＴ）を計測すること

とし、活動場所が屋内運動場、運動場等の場合は、様式１により記録し、プ

ールの場合は、様式２により記録する。気象の変化に注意しながら、活動中

においても、適宜計測するように努める。計測結果は、職員室内の掲示板等、

各学校で定める場所に掲示して、教職員間で共有する。 

⑷ 保護者への情報提供と共有 

学校は、熱中症予防に関する保護者の理解を深めるため、この「熱中症予

防に関する学校の対応」のほか、熱中症特別警戒アラートや熱中症警戒アラ

ートの意味及びそれが発表された場合における対応について、ミマモルメ

等を通じて保護者と情報を共有する。 

⑸ 児童生徒への熱中症予防に関する指導の実施 

教職員は、児童生徒が自ら熱中症の危険を予測し、安全確保の行動をとる

ことができるように以下の事項について指導する。 

ア 屋外へ出歩くときは、帽子や日傘等により日ざしを遮るとともに、通気

性と透湿性の良い肌着等を選択すること。 

イ 屋外で運動、スポーツ、作業等を行うときは、帽子を着用するほか、で

きるだけ薄着とすること。 

ウ 直射日光の下で、長時間にわたって運動、スポーツ、作業等をすること

は避けること。 

エ 屋内外にかかわらず、長時間にわたって運動、スポーツ、作業等をする
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ときは、積極的に休息を取り、適宜水分補給をすること。 

 

４ 熱中症発生時における措置等 

⑴ 熱中症発生時の対応 

   教職員は、児童生徒が熱中症を発症したと疑われるときは、現場で直ちに

身体を冷やす等必要な処置をするとともに、放置すれば死に至る重大な事

態であることを認識し、後記⑶の「熱中症ＥＡＰ」のとおり、熱中症の重症

度によって、Ⅰ度（現場の応急手当で対応）、Ⅱ度（病院への搬送が必要）、

Ⅲ度（入院し集中治療が必要）と分類した上、直ちに重症度に応じて当該児

童生徒の対応に当たることとする。 

当該児童生徒にⅡ度以上の症状が見られるときは、教職員は、医療機関が

近接していて直ちに当該児童生徒を医療機関へ搬送する場合を除き、２分

以内に１１９番通報して救急隊の出動を要請する。 

Ⅰ度の「めまい」や「筋肉のこむら返り」等の軽度の症状が見られるとき

は、教職員は、当該児童生徒を涼しい場所へ移動させ、衣服を緩め、安静に

させるとともに氷のう等により身体を冷やし、少しずつ水分を補給させる

などの応急手当をする。この場合において、教職員は、当該児童生徒の容態

を継続して注視し、以下の症状が見られるときは、医療機関が近接していて

直ちに当該児童生徒を医療機関へ搬送する場合を除き、２分以内に１１９

番通報して救急隊の出動を要請する。 

ア 自力で水分を補給することができない。 

イ 前記の応急手当をしても症状の改善が見られない。 

⑵ 熱中症発生時の対応に向けた学校の体制の整備 

学校は、熱中症が疑われる児童生徒に前記⑴のⅡ度又はⅢ度の症状が見

られる等の緊急事態（以下「緊急事態」という。）の発生時に迅速かつ的確

に応急手当や救命処置を講じることができるようにするため、以下のとおり

体制を整備しておく。 

ア 緊急事態の発生時における１１９番通報や保護者への連絡等について

教職員の役割分担をあらかじめ定め、全ての教職員が理解しておくととも

に、職員室、保健室、事務室等の見やすい場所に掲示する。 

イ 緊急事態の発生時に連絡する医療機関の所在地及び電話番号を前記ア

の掲示の付近に掲示するとともに、学校長、教頭及び主幹教諭の電話番号

を全ての教職員が把握する。 

ウ 応急手当や救命処置（心肺蘇生とＡＥＤの使用）等に関する講習を行う

等、実際に対応することができるように備える。 

エ 運動会等の体育的行事の際には、緊急事態が発生した場合に備え、事前

に香芝消防署や学校医に連絡し、緊急事態の発生時における搬送の手順

等について認識を共有する。 
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オ 児童生徒の応急手当や救命処置と並行して、確実に遅滞なく保護者へ

の連絡をするため、教職員は、あらかじめ保護者の連絡先を取りまとめて

おくほか、緊急事態の発生時は、前記アの役割分担に応じて複数の教職員

がその対応に当たる。また、校長又は教頭は、熱中症により重篤な症状に

至った児童生徒が発生した場合や大人数が熱中症を発症するに至った場

合等は、概ね１０分以内を目安として教育委員会事務局教育部学校教育

課学校支援室を通じて初期報告を行う。 

 

  



10 

⑶ 熱中症ＥＡＰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱中症ＥＡＰ（Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ Ａｃｔｉｏｎ Ｐｌａｎ） 

熱中症になってしまったら 

熱 中 症 を 疑 う 症 状 

あり 

自力で水分の補給が可能か 

重症度Ⅰ度 
・ 手足のしびれ 
・ めまい 
・ 筋肉のこむら返り（痛み） 
・ 気分が悪い 

 

重症度Ⅱ度 
・ 頭痛 
・ 吐き気又は嘔吐 
・ 倦怠感 
・ 意識が普通でない  

重症度Ⅲ度 
・ 意識消失 
・ けいれん 
・ 呼びかけに対し反応がおかしい 
・ まっすぐに歩けない又は走れない 

少しでも意識がおかしい場合 
・ 意識消失 
・ 意識がもうろうとしている 
・ 応答が鈍い 
・ 言動が不自然 等 

１ 連絡及び連絡先 
 ・ 学校長 
 ・ 教頭 
・ 主幹教諭 

 ・ 保護者 
２ 役割分担 
 ・ １１９番通報 
 ・ 心肺蘇生とＡＥＤの使用 
 ・ 保護者への連絡 
 ・ 他の教職員への応援 
 ・ 記録（気温、温度、時間等） 
 ・ 救急隊の誘導 等 

・ 涼しい場所への避難 

・ 衣服を緩め、身体の冷却 

 
で
き
る 

・ 水分の補給 

できない 

症 状 改 善 の 有 無 改善しない 

 改
善 

経  過  観  察 医 療 機 関 へ 搬 送 

救 急 隊 の 出 動 を 要 請 

・ 涼しい場所への避難 

・ 衣服を緩め、身体の冷却 
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様式１ 

 

暑さ指数（ＷＢＧＴ）記録簿 

 

               測定場所：          

 

令和 年  月   

日 曜日 １限 ２限 

業間休み 

中休み 

20分休み 

３限 ４限 昼休み ５限 ６限 放課後 

１   
                  

                  

２   
                  

                  

３   
                  

                  

４   
                  

                  

５   
                  

                  

６   
                  

                  

７   
                  

                  

８   
                  

                  

９   
                  

                  

１０   
                  

                  

１１   
                  

                  

１２   
                  

                  

１３   
                  

                  

１４   
                  

                  

１５   
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※ 各授業（休み）の１０分程度前に測定し、上段に数値、下段に記録者を記録する。 

※ 夏期休業中については、児童生徒が登校している時間帯以外は記録を不要とする。 

※ 運用期間は、熱中症警戒アラートの運用期間である４月下旬から１０月下旬までとす

る。  

 

１６   
                  

                  

１７   
                  

                  

１８   
                  

                  

１９   
                  

                  

２０   
                  

                  

２１   
                  

                  

２２   
                  

                  

２３   
                  

                  

２４   
                  

                  

２５   
                  

                  

２６   
                  

                  

２７   
                  

                  

２８   
                  

                  

２９   
                  

                  

３０   
                  

                  

３１   
                  

                  



 

様式２ 

プール指導・管理日誌 月 日 曜 気温    ℃ 天気 

 

プール安全管理点検 点検者 

 

 水 残留塩素 透明度  消毒剤投入量 ｐＨ  施設安全点検項目 チェック 対応 

大プール ℃ mg/ℓ 良 ・ 否 個   水 中 の 危 険 物  有 ・ 無  

小プール ℃ mg/ℓ 良 ・ 否 個   プールサイドの危険物 有 ・ 無  

腰洗い槽    個   水漏れ・給水施設  有 ・ 無  

       虫 や 浮 遊 物  有 ・ 無  

       水 位 の 状 況 有 ・ 無  

 

水泳安全管理点検 

 

校時 
プール 

大･小 
学級･学年 入水者数 見学者数 欠席者数 気温 水温 ＷＢＧＴ 残留塩素 ｐＨ 透明度 

消毒剤 

投入量 
点検者 指導者 

 大・小  人 人 人 ℃ ℃  mg/ℓ  良・否   個   

 大・小  人 人 人 ℃ ℃  mg/ℓ  良・否 個   

 大・小  人 人 人 ℃ ℃  mg/ℓ  良・否 個   

 大・小  人 人 人 ℃ ℃  mg/ℓ  良・否 個   

 大・小  人 人 人 ℃ ℃  mg/ℓ  良・否 個   

 大・小  人 人 人 ℃ ℃  mg/ℓ  良・否 個   

 大・小  人 人 人 ℃ ℃  mg/ℓ  良・否 個   

 大・小  人 人 人 ℃ ℃  mg/ℓ  良・否 個   

 

引き継ぎ事項など 

 
 


